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基本的考え方 
喫煙する人としない人が喫煙や受動喫煙による健康影響について相互に正しい知識と理解を深め、 

相手を思いやる行動をとれるようになることが「望まない受動喫煙」の防止につながると考え、対策に取り組む。 

 

 

 

 

対象者 主な義務等 

すべての者 喫煙禁止場所での喫煙禁止、紛らわしい標識の掲示・標識の汚損等の禁止  など 

施設管理者 

喫煙場所等の標識掲示・技術的基準の遵守、喫煙禁止場所での灰皿等の設置不可、 

喫煙室内へ２０歳未満の者を立ち入らせない、喫煙禁止場所での喫煙の中止や喫煙者の退出を求める

（努力義務）、立入検査の対応、必要書類の保存  など 
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環境政策部 
原則、敷地外の苦情等の場合は、世田谷区たばこルールに基づき対応する。 

※区内全域の道路、公園（身近な広場を含む）では、指定喫煙場所を除いて禁煙とする。（努力義務） 
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コールセンター・現地訪問等（民間委託） 

①苦情・通報を受付（電話） 

②改善を促し、制度を普及啓発（電話・現地調査） 

⇒改善された場合は、対応結果を保健所へ報告 

⇒改善されない場合は、保健所へ引き継ぐ 

 

 

世田谷保健所 
 

 

 

③区職員（立入権限有）が指導・助言 

④上記③で改善されない場合は、勧告・ 

公表、命令、罰則適用 

委託業務の進捗管理 

改善を促すとともに、普及啓発を強化する 

連携を図りな

がら取り組む 

（仮称）受動喫煙相談窓口 


